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働き方ひとつで素敵に輝ける！ 

これで納得、女性の働き方講座 

日 時：2010 年 9月 4日（土）開講 

    午後 1時 30 分～3 時 30 分 

会 場：セミナールーム 

現在、職に就いている女性および職に就きたい女性のための実生活で役立つ法や制度を学んだ。具体

的には、「雇用、人間関係、起業、税」のそれぞれのテーマをもとに社会の仕組みを知り、これから

の人生に活かせるような学習機会を提供した。 

開講日／9 月 4日、11 日、18日、25 日 土曜全 4回 

 

講 師／石野晴美（社会保険労務士） 

伊藤麻美（社会保険労務士） 

 

受講者／延べ 59 人（女性 59人、男性 0 人） 

 

受講料／1,200 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ご感想をいただきました 

・会社員以外の働き方を視野に入れるにあたっての知識が欲し

くて、受講しました。基準法を知らずに働いていて驚いたこ

と、ひっかかっていることもあり、もっと知識を得る必要を

感じました。また起業は一度も考えたことがなく、するつも

りもないので参考になることが少ないのでは・・・と思って

いましたが、起業側からの考えを知ることで、働いて収入を

得ることの大変さ、会社員の良い点がわかり、良かったです。 

・４講座受けて新たな知識、情報を頂けてとても役に立った。 

・とても興味深かったです。起業の夢が現実に近づいてきまし

た。 

・自分では、絶対に調べないことなので、今日の講座をうけて、

少し税の話が身近に感じられました。 

 

 

 

 

プランなごや 21 

目標 5 労働における男女平等 

 

 

名古屋市男女平等参画推進センター 指定管理者  

ＮＰＯ法人参画プラネット 

 


